
 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 給付金対象世帯への支給事務のため 

記録項目 

氏名・ふりがな、性別、生年月日・年齢、住所、続柄、

電話番号、家族状況、居住状況、住民税課税状況、収

入状況、口座情報 

記録範囲 給付対象者及び給付対象者の属する世帯の構成員 

記録情報の収集方法 本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】31-01-000001 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

避難行動要支援者を事前に把握し、日常的な見守り活

動や相談、支援活動に役立てるほか、災害時等緊急時

において迅速な対応がとれる体制を構築する。 

記録項目 

氏名・ふりがな、住所、生年月日・年齢、性別、電話・

携帯番号・FAX番号、地区、担当民生委員、登録日、

登録区分、障がい情報、介護保険情報、世帯構成、緊

急連絡先、支援者、医療機関、避難場所、留意事項、

避難支援プラン、危険地区該当の有無、自宅地図 

記録範囲 避難行動要支援者名簿の登録要件に該当する者 

記録情報の収集方法 ＴＡＳＫシステム、本人または代理人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 
消防本部、警察署、自主防災組織、民生委員児童委員、 

社会福祉協議会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】31-01-000002 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 
  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 障がいに関する手帳申請関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
手帳所持確認及び手帳進達業務における現手帳の参

照を行う為 

記録項目 
１氏名２住所３生年月日４性別５続柄６電話番号７

写真８病歴９障がい10身体の状況11診断書等 

記録範囲 申請書（関係書類含む。）により収集 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、統合宛名システム 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他心身機能

障がい、病歴、医師等により行われた診断等の結果 

記録情報の経常的提供先 

県総合療育センター 

小田原児童相談所 

県精神保健センター 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ■有 ☐無 

備考 
【ファイル簿番号】31-01-000003 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 遺族会名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 湯河原町遺族会の事務局として事務を行うため 

記録項目 氏名・ふりがな、生年月日・年齢、住所、電話番号 

記録範囲 湯河原町遺族会会員（退会した者を含む。） 

記録情報の収集方法 本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000001 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 更生保護女性会事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 更生保護女性会の事務局として事務を行うため 

記録項目 氏名・ふりがな、生年月日・年齢、住所、電話番号 

記録範囲 更生保護女性会会員（退会した者を含む。） 

記録情報の収集方法 本人から口頭又は書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000002 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 行旅病人及び行旅死亡人に関するファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

旅行中の病人の救護、引取者のない死亡者、住所及び

氏名等が不明の死亡者の援護実績を管理するため利

用する。 

記録項目 
氏名、住所、性別、埋火葬年月日、納骨年月日、遺

留品の状況、親族関係 

記録範囲 死亡人並びに当該死亡者の相続人及び扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人及び官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000003 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 災害見舞金等に関するファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 災害見舞金支給事務に使用するため 

記録項目 
氏名、住所、電話番号、生年月日・年齢、災害情報（発

生年月日、発生場所、災害の種類・区分）、家族構成 

記録範囲 罹災者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人又は家族から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000004 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 社会福祉基金寄附に関するファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 寄附金の情報を管理するため 

記録項目 氏名、住所、寄附金額、寄附年月日 

記録範囲 社会福祉基金寄附者 

記録情報の収集方法 本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000005 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 人権擁護委員事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 人権擁護委員の活動・推薦に関する事務 

記録項目 
氏名・ふりがな、生年月日・年齢、住所、電話番号、

任命年月日、任期 

記録範囲 湯河原町保人権擁護委員会会員（退会した者を含む。） 

記録情報の収集方法 履歴書により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000006 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 生活保護に関する事務 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

要保護者の調査。要保護者や被保護者の開始または変

更についての福祉事務所への通報、通知。被保護者へ

の診療依頼書の交付を行うため。 

記録項目 

氏名・ふりかな、性別、生年月日・年齢、住所・電話

番号、本籍・本籍地、続柄、家族状況、居住状況、資

産状況、収入状況、納税状況、相談内容、年金加入状

況、国保加入状況、生保の決定・廃止 

記録範囲 被保護者 

記録情報の収集方法 
被保護者、提出書類、生活保護法第29条による調査、

関係機関からの調査 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000007 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 町営住宅に関するファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
町営住宅の入退去者管理、家賃決定及び賦課・徴収、

滞納者管理等を適正に行うため。 

記録項目 
氏名・ふりがな、性別、生年月日、続柄、電話番号、

勤務先、所得金額、障害有無、連帯保証人 

記録範囲 町営住宅に入居している者及び退去した者 

記録情報の収集方法 町営住宅入居申込者 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000008 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 湯河原町地域福祉計画策定委員会委員名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 湯河原町地域福祉計画策定委員会を開催するため 

記録項目 氏名、住所、電話番号、職業・職歴 

記録範囲 湯河原町地域福祉計画策定委員会委員 

記録情報の収集方法 推薦者（所属団体）及び本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000009 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 湯河原町民生委員児童委員協議会に関するファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
湯河原町民生委員児童委員協議会の事務局として、事

務を行うため 

記録項目 
氏名・ふりがな、本籍、住所、生年月日・年齢、職業・

職歴、学業・学歴、地位、賞罰 

記録範囲 民生委員児童委員 

記録情報の収集方法 
本人及び湯河原町民生委員推薦会から書面により収

集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 
福祉グループ、教育委員会（学校）、保育園、消防本

部、湯河原町社会福祉協議会、湯河原町民 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000010 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別弔慰金請求書等受付資料 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の事務を行うた

めの記録のため 

記録項目 

氏名、生年月日・年齢、住所、電話番号、続柄、親族

関係、戦没者等の生年月日、 戦没者等の死亡年月日、

戦没者等の除籍時の本籍 

記録範囲 
戦没者等、戦没者等の遺族で特別弔慰金の請求をする

者 

記録情報の収集方法 

本人から提出された特別弔慰金請求書類一式、神奈川

県から届く裁定通知書、横浜銀行から届く特別弔慰金

国債債権 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000011 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保護司協議会事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 湯河原町保護司協議会の活動・推薦に関する事務 

記録項目 氏名・ふりがな、生年月日・年齢、住所、電話番号 

記録範囲 湯河原町保護司協議会会員（退会した者を含む。） 

記録情報の収集方法 履歴書により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000012 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 民生委員児童委員推薦に関するファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 民生委員児童委員候補者を県知事に推薦するため 

記録項目 

氏名・ふりがな、住所、生年月日・年齢、性別、続柄、

電話番号、家族状況、居住状況、職業・職歴、学業・

学歴、地位、賞罰、健康状況、民生委員児童委員とし

ての適格性 

記録範囲 民生委員児童委員の候補者、民生委員推薦会委員 

記録情報の収集方法 

推薦者（湯河原町民生委員推薦会委員、自治会長など）

から提供される民生委員児童委員候補者個人調書に

より収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000013 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 バス運賃割引定期券申請書 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 バス運賃割引を行うため 

記録項目 
１氏名２住所３生年月日・年齢４性別５続柄６電話番

号 

記録範囲 
湯河原町に住所を有し、身体障害者手帳及び療育手

帳・精神障害者保健福祉手帳を有している者及び児 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類を含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000014 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 重度障がい者医療費助成事業事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 重度障がい者医療費助成に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名２生年月日３住所４電話番号５受給者番号６

所得情報７障がい情報８保健情報９口座情報10医療

証履歴11受信履歴 

記録範囲 重度障がい者医療費助成受給者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類を含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000015 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 心身障がい者訪問入浴サービス関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 申込決定の為 

記録項目 
１氏名２住所３生年月日４性別５続柄６電話番号 

７収入状況８公的扶助９障がい 

記録範囲 在宅で生活する身体障がい児者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類を含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他心身機能

障がい 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000016 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ケースファイル・相談記録関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
障がい児者の相談に応じ、その生活事情、環境、障が

い程度に応じ適切な支援を行うため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日・年齢 ４性別  

５電話番号 ６個人識別符号 ７家族状況  

８収入状況 ９生活状況 

記録範囲 湯河原町が援護する障がい児・者 

記録情報の収集方法 聴取等により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 神奈川県立精神保健福祉センター 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000017 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 軽度・中等度難聴児補聴器購入費関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成決定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別 ５電話番号 

６個人識別符号 ７収入状況 ８障がい  

９身体の状況 10見積書 11口座番号 12家族状況 

記録範囲 
湯河原町の住民基本台帳に記載された軽度・中等度難

聴児 

記録情報の収集方法 
申請書（関係書類含む。）及び聴取、現場確認により

収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

聴力の状態 

記録情報の経常的提供先 神奈川県 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000018 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市町村町同意等関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

保護者がいないもしくは家族等が同意・不同意の意思

表示を行わない精神障がい者の医療保護入院に関わ

る同意のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日・年齢 ４性別  

５本籍・国籍 ６親族関係 ７家族状況  

８病歴・病状 ９障がい 

記録範囲 湯河原町が援護する心身障がい者 

記録情報の収集方法 聴取 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000019 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療（精神通院）申請書 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 県への進達事務を行うため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日・年齢 ４性別  

５電話番号 ６個人識別符号 ７家族状況  

８収入状況 ９課税状況 10診断書 

記録範囲 
湯河原町が援護する自立支援医療（精神通院） 

利用児・者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 神奈川県立精神保健福祉センター 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000020 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自立支援給付等関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援給付の支給決定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４電話番号    

５個人番号 ６家族状況 ７資産状況 ８収入状況 

９障がい 10要介護認定状況           

11要介護認定有効期間 

記録範囲 湯河原町が援護する障がい者及び障がい児 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000021 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 手話通訳者・要約筆記者派遣に関する申請書 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 手話通訳者及び要約筆記員の派遣を行うため 

記録項目 
１氏名 ２住所 ３生年月日 ４電話番号    

５ＦＡＸ番号  

記録範囲 湯河原町が援護する障がい者等 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい 

記録情報の経常的提供先 町に登録されている手話通訳者及び要約筆記者 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000022 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 重度障害者住宅設備改良関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅設備改良の助成決定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別 ５電話番号 

６個人識別符号 ７収入状況 ８障がい  

９身体の状況 10工事見積書 11口座番号 

記録範囲 
湯河原町の住民基本台帳に記載された身体障害者手

帳保持者又は療育手帳保持者 

記録情報の収集方法 
申請書（関係書類含む。）及び聴取、現場確認により

収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 神奈川県 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000023 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
巡回リハビリテーション事業利用者名簿、巡回リハビ

リテーション事業参加予定者一覧 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 診察、機能訓練等の事前・後の情報を交換するため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日・年齢 ４性別  

５続柄 ６電話番号 ７生活歴 ８病歴・病状 

９個人識別符号  

記録範囲 
湯河原町に在宅で在住の児童及びその保護者で専門

性の高い技術支援等を必要としている方 

記録情報の収集方法 
巡回リハビリテーション実施日におけるケース会議

及びその前後の聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 
こども支援課、保健センター、県総合療育相談センタ

ー 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000024 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 湯河原町障がい福祉のあり方検討会構成員名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

既存の事業の見直しや社会資源の発掘及び各種団体

の連携等、創意工夫により、機能的で個性的な障がい

福祉サービスの検討を行うことを目的 

記録項目 1団体名、２役職、３氏名、４住所、５電話番号 

記録範囲 湯河原町障がい福祉のあり方検討会構成員 

記録情報の収集方法 本人からの書面による収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000025 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 障害支援区分認定関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害支援区分認定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別 ５電話番号    

６家族状況 ７居住状況 ８健康状態 ９病歴  

11障がい 12身体の状況  

記録範囲 湯河原町が援護する障がい者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 小田原市障がい福祉課 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000026 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 障害支援区分認定等審査会関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害支援区分認定等審査会を実施するのため 

記録項目 
１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別 ５電話番号    

６職業・勤務先   

記録範囲 障害支援区分認定等の審査を行う有識者 

記録情報の収集方法 審査会事務局からの収集（関係書類含む。） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000027 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 身体障害者更生医療・育成医療関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療（更生医療・育成医療）決定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４電話番号    

５個人番号 ６家族状況 ７収入状況 ８障がい     

９意見書 10健康保険証情報 

記録範囲 湯河原町が援護する障がい者及び障がい児 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 県総合療育相談センター 県立こども医療センター 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000028 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域訓練会名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 機能訓練時及び事前、事後の情報を交換するため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日・年齢 ４性別  

５続柄 ６電話番号 ７生活歴 ８病歴・病状 

９個人識別符号  

記録範囲 
湯河原町に在宅で在住の児童及びその保護者で専門

性の高い技術支援等を必要としている方 

記録情報の収集方法 
地域訓練会実施日におけるケース会議及びその前後

の聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 
こども支援課、保健センター、県総合療育相談センタ

ー 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000029 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
地域生活支援事業（日中一時支援事業・移動支援事業）

申請関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域生活支援（日中一時・移動支援）事業の支給決定

のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４電話番号    

５個人番号 ６家族状況 ７資産状況 ８収入状況 

９障がい 10要介護認定状況           

11要介護認定有効期間 

記録範囲 湯河原町が援護する障がい者及び障がい児 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000030 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 通所交通費助成金関係書類 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 助成金決定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別  

５電話番号 ６口座番号 ７通所経路 

８通所状況 

記録範囲 
湯河原町が援護する福祉的就労事業所へ通所する精

神障がい者 

記録情報の収集方法 聴取 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000031 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 日常生活用具給付・貸与台帳 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 給付・貸与条件に該当するか確認するため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別 ５電話番号 

６個人識別符号 ７収入状況 ８課税状況  

９障がい 10納入事業者 11品名 12見積書 

13自己負担額 

記録範囲 湯河原町が援護する障がい児及び障がい者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がい 

その他の心身機能障がい 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000032 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 補装具交付・修理台帳 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 補装具費支給決定のため 

記録項目 

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４性別 ５電話番号 

６個人識別符号 ７職業・職歴 ８収入状況  

９課税状況 10障がい 11身体の状況 12意見書 

13見積書 14委託業者名 15自己負担額 

記録範囲 湯河原町が援護する障がい児及び障がい者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）及び聴取ににより収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がい 

その他の心身機能障がい 

記録情報の経常的提供先 県総合療育相談センター 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000033 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 NHK証明願（公簿確認承諾書） 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 NHK放送受信料免除資格の証明を行うため 

記録項目 １氏名２住所３住民税４障がい 

記録範囲 町内に住所を有し、現に居住する障がい者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類を含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身機

能障がい 

記録情報の経常的提供先 NHK 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000034 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 福祉タクシー券交付関係 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 交付申請処理のため 

記録項目 
１氏名２住所３生年月日・年齢４続柄５電話番号６障

がい 

記録範囲 

湯河原町の住民基本台帳に記載された身体障害者手

帳、療育手帳（判定を受けたものを含む）、精神障害

者 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000035 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 有料道路障害者割引申請書 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 有料道路障害者割引を行うため 

記録項目 

１氏名２住所３生年月日４整理番号５電話番号６障

がい７自動車登録番号８ETCカード番号９車載器管理

番号 

記録範囲 
湯河原町が援護する身体障害者手帳及び療育手帳を

所有する者及び児 

記録情報の収集方法 申請書（関係書類を含む。）により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

■ 含む  □ 含まない 

身体障がい、知的障がい 

記録情報の経常的提供先 中日本高速道路株式会社 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】31-02-000036 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 


